
（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

《重要事項説明書》 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 株式会社 ファイブワン 

主たる事務所の所在地 〒720-0815 広島県福山市野上町二丁目１０番４０号 

代表者（職名・氏名） 代表取締役 岡﨑 宏一 

設立年月日 平成１５年 ５月 １４日 

電話番号 / FAX番号 ０８４－９２５－１５１０  /  ０８４－９７３－３８５１ 

 

２ 事業所の概要 

ご利用事業所の名称 加茂グループホーム愛 

サービスの種類 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

事業所の所在地 〒720-2412 広島県福山市加茂町大字下加茂塚脇１０１１－１ 

電話番号 / FAX番号 ０８４－９８３－３４５１  /  ０８４－９８３－３４５２ 

事業所番号 広島県 ３４９１５０２０７０  号 

管理者 古川 直弘 

利用定員 ３６５日（年中無休） 
１ユニット９名 ２箇所 

合計 １８名 

 

３ 共同生活介護の目的及び運営方針 

事業の目的 
株式会社ファイブワンが開設する加茂グループホーム愛が行う(介護予防)認知症対
応型共同生活介護の事業は、要支援２以上であって認知症の状態にある者に対し、適
切な(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。 

運営の方針 

ア 当該事業所において提供する(介護予防)認知症対応型共同生活介護は、介護保
険法ならびに関係する厚生労働省令、告示の主旨及び内容に沿ったものとする。 
イ 利用者の１人ひとりの人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的
な環境の下で日常生活を送ることができるようサービスを提供する。 
ウ 事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿
密な連携をはかり、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 
エ 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し
、計画的に行う。 
オ 提供する(介護予防)認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに、定
期的に外部のものによる評価を受けて、それらの結果を公表し、常に改善を図る。 



４ 設備の概要  

① 構造等 

敷地 １，３６７．５８㎡ 

建物 

構造 鉄骨造り 

延べ床面積 ６２１．５０㎡ 

利用 定員１８名 

  ② 居室 

居室の種類 一人部屋 

室数 １８室 

面積（一人あたりの面積） １３．５００㎡ 

備考  

③ 共用施設 

共用施設 
通用口 職員更衣室 介護材料室 居間・食堂 キッチン トイレ 娯楽室 スタッフス

テーション 浴室 廊下 脱衣室 談話室 ロビー 玄関 

 

５ 職員の体制 

従業員の職種 
人数 

（人） 

区分 
常勤換算後の人数 

（人） 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者  １ ０ １ ０ ０ ０．１ 

計画作成者 ２ ０ １ ０ １ ０．２ 

介護員  ２４ ６ ２ １３ ３ １３．３ 

       

 

６ 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 職務の内容 

管理者 
２交代にて 早出 日勤 夜勤にての勤務

（介護員と兼務） 

グループホームの全般の管理指導 

計画作成者 
２交代にて 早出 日勤 夜勤にての勤務

（介護員と兼務） 

利用者様のケアプランの作成 

介護員 
２交代にて 早出 日勤 夜勤にての勤務 介護保険制度に定められている入居生活の

介護 

 

 

 



７ サービスの内容と費用 

① 介護保険給付対象サービス 

ア サービス内容 

・ 食事、掃除、その他の家事等について、介護従事者が御利用者様のお手伝いします。 

種類 内容 

日常生活の援助 食事、掃除等の家事や入浴、排泄のお手伝いを行います。 

レクリエーション等 毎日、様々なレクレーションを企画し、行います。 

相談及び援助 利用者様とその家族からのご相談に応じます。 

イ 費用 

・ 原則として下記の料金表のとおりです。 

・ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合

があります。その場合、利用料金全額をお支払いください。 

利用料のお支払いと引き換えに、領収書等を発行します。 

 

【利用表】 

《介護保険利用料》（１割負担の場合） 

※２割負担の場合は２倍、３割負担の場合は３倍の額となります。 

状態区分 １日当たりの負担額 １ヶ月当たり（３０日として）の負担額 

要支援２ ７４５円 ２２，３５０円 

要介護１ ７４９円 ２２，４７０円 

要介護２ ７８４円 ２３，５２０円 

要介護３ ８０８円 ２４，２４０円 

要介護４ ８２４円 ２４，７２０円 

要介護５ ８４０円 ２５，２００円 

《適応時のみ必要な各種加算・減算》 

加算・減算 
１日当たりの

負担額 

１ヶ月当たり(３０

日として)の負担額 
備考 

身体拘束廃止未実

地減算 

要介護１ ▲７５円  

身体拘束が行われた場合に左記の額を１

日毎に減算 

要介護２ ▲７８円  

要介護３ ▲８１円  

要介護４ ▲８２円  

要介護５ ▲８４円  

夜間支援体制加算 
Ⅰ ５０円 １，５００円  

Ⅱ ２５円 ７５０円  

若年性認知症利用者受入加算 １２０円 ３，６００円  



入院時費用 ２４６円 １，４７６円 
利用者が病院又は診療所へ入院を要した

場合（月６日限度） 

看取り介護加算 

１４４円  死亡日以前４日以上３０日以下 

６８０円  死亡日前日及び前々日 

１，２８０円  死亡日 

初期加算 ３０円  
入居日から起算して３０日まで及び３０

日を超える入院となり、再入居した場合 

医療連携体制加算 

Ⅰ ３９円 １，１７０円  

Ⅱ ４９円 １，４７０円  

Ⅲ ５９円 １，７７０円  

退去時相談援助加算 ４００円  退去時に 1 回を限度 

認知症専門ケア加算 
Ⅰ ３円 ９０円  

Ⅱ ４円 １２０円  

生活機能向上連携加算 ２００円   

口腔衛生管理体制加算 ３０円   

栄養スクリーニング加算 ５円 １５０円 ６月に１回を限度 

サービス提供体制強化

加算 

Ⅰイ １８円 ５４０円  

Ⅰロ １２円 ３６０円  

Ⅱ ６円 １８０円  

Ⅲ ６円 １８０円  

介護職員処遇改善加算 Ⅰ 所定単位数の１１１/１０００ 加算 

介護職員等特定処遇改

善加算 

Ⅰ 所定単位数の３１/１０００ 加算 

Ⅱ 所定単位数の２３/１０００ 加算 

 

② 介護保険給付対象外サービス(利用料の全額を負担していただきます) 

《基本料金》 

 利用料 

居室料 ４８，０００円/月 

食費(トロミ、ゼリー食)  １，４００円/日(１，４４０円/日) 

おやつ代 ５０円/日 

光熱費(６～８月、１２～２月) ８，０００円/月(１０，０００円/月) 

娯楽・リハビリ費 ５，０００円/月 

寝具費 ２，０００円/月 

管理費 １０，０００円/月 

※日割りの場合は、１ヵ月を３０日として除した金額になります。端数については切り捨てます。 



《介護保険利用料》＋《加算》＋《利用料》が月額のご利用料金となります。 

※その他、該当時に別途必要となる料金 

医療・薬剤費 事業所が立替え、翌月ご請求します。 利用分のみ自己負担 

理・美容代 訪問にて実施してくださいます。 １，５００円/回 

オムツ類(持ち込み可)  事業所が立替え、翌月ご請求します。 使用分のみ自己負担 

預り金等管理 通院・買い物代行等の際のお支払いについ

て、小口現金の預かり制度があります。小

口現金の預かりは上限を１万円とさせてい

ただきます。小口現金をお預かりした場合、

出納状況は規定に基づき報告をさせていた

だきます。 

１，５００円/月 

個別の出納事務手数料を預り金等管

理規定に沿った自己負担があります。 

その他費用 必要時随時 使用分のみ自己負担 

※ その他の費用 

その他費用 
利用者等の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを、事業者が提

供する場合に係る費用 

 

８ 利用料等のお支払い方法 

□ 振込口座 

広島銀行 福山南支店 

普通 ３４６３４８２ 

株式会社ファイブワン 代表取締役 岡﨑 宏一 

□ 自動引落 毎月２７日に自動で引き落とされます 

□ 現金支払 加茂グループホーム愛事務所まで持参 

※ 現金支払の場合は、入金確認後に領収証を発行させていただきます。 

※ 自動引落及び、その他の支払の場合は、希望される方のみ領収書を発行させていただきます。 

 

９ サービス内容に関する苦情等相談窓口 

当事業所の相談窓口 

窓口責任者 管理者 

受付時間 月曜日～金曜日の９時～１８時 

電話番号 ０８４－９８３－３４５１ 

ＦＡＸ番号 ０８４－９８３－３４５２ 

（苦情箱） 玄関ホールに設置 

行政機関その他苦情受付機関 

福山市市役所介護保険相談窓口 電話番号 ０８４－９２８－１１６６ 

広島県国民健康保険団体連合会 電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 

 

 



１０ 非常災害時の対策 

非常時の対応 

認知症対応型共同生活介護の提供中に天災、その他災害が発生した場合、職員は利用

者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経

路及び協力医療機関との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。 

非難誘導及び防火設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数 

スプリンクラー 消防基準に適合数 防火扉・シャッター ０ 

自動火災報知器 消防基準に適合数 消火器 ５ 

誘導灯 消防基準に適合数   

消防計画 
防災計画に基づき、年２回以上、避難・救出訓練を行います。 

防火管理者 

 

１１ 協力医療機関 

医療機関 

病院名 医療法人財団竹政会 セントラル病院 

所在地 福山市住吉町１番２６号 

電話番号 ０８４－９２４－４１４１ 

診療科 整形外科、外科、内科 

入院設備 有り 

病院名 杉原医院 

所在地 福山市加茂町字上加茂４００－１ 

電話番号 ０８４－９７２－２００７ 

診療科 内科 

入院設備 なし 

歯科病院名 医療法人社団碧雄会 おきとう歯科クリニック 

所在地 福山市神辺町新徳田３丁目４９５ 

電話番号 ０８４－９６２－５５１１ 

 

１２ 夜間緊急時の対応機関 

名称及び所在地 
医療法人財団竹政会 セントラル病院 

福山市住吉町１番２６号 

電話番号 ０８４－９２４－４１４１ 

名称及び所在地 
杉原医院 

福山市加茂町字上加茂４００－１ 

電話番号 ０８４－９７２－２００７ 

 

 



１３ 住居の利用にあたっての留意事項 

面会 面会や宿泊は自由としますが、当施設職員に届けてください。 

外出・外泊 外出・外泊の際は事前に、行き先と帰所日時を当施設職員に届け出てください。 

食事のキャンセル 

食事の追加及びキャンセルをする場合においては、利用者は、食事の中止を３日前まで

に事業者の定める書面にて届けでてください。食費については３日前までに申し出たも

のはかからないものとします。朝・昼・夕関わらず、食費は１日の合計金額がかかるも

のとします。 

飲酒・喫煙 原則として喫煙、飲酒は禁止とします 

居室・設備・器具の

利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従って、ご利用ください。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償して いただく場合がありますの

で、ご注意ください。 

迷惑行為等 
騒音等他の入居者の迷惑になる行為は、ご遠慮ください。 

また、むやみに他の入居者の居室等に、立ち入らないでください。 

所持金品の管理 （基本として） 所持金品は、自己の責任で管理してください。 

 

２０２０年４月１日より施行 

２０２０年６月１日より改定 

 

      年      月      日 

 

重要事項説明者 氏名 印 

 


